
事 業 名 ： 前再評価年度： 令和２年度　    

 １　事業概要 事 業 種 別 ： 事 業 主 体 ： （H23～R6）

事 業 箇 所 ： 根 拠 法 令 ：  H23～R12

　　　　　　　　　　　　　 （3,126）

3,539 費 用 内 訳 ： 事 業 量 ：

（整備目的）

 ２ 再評価       □①事業採択後10年を経過 □②事業採択後５年を経過して未着工

 　 　 該当項目  　　 ■③再評価後一定期間（5年）を経過 □④事業の中止 □⑤その他

      □①用地取得の困難　　　　　　■②調査・設計の困難　　　　　　□③事業の拡大　　　　　　□④予算の確保

 ３ 再評価に至っ       □⑤手続き・法令の問題　　　　□⑥他事業との関係　　　　　　　□⑦整備効果の問題　　　□⑧当初計画が長期間　

    た主な要因       □⑨その他

    （具体的理由）

事業費（百万円） 区画整理 農業用用排水施設

 ４ 事業の進捗 3,539 48.6 6.4

    状況 2,638 41.4 0

   （R7.3月時点） 74.5% 85.2% 0.0%

　①作物生産効果 836,759 ①事業費 5,034,535

 ５ 事業効果の 　②営農経費節減効果 2,569,987 ②その他費用（関連事業費等） 468,261

    評価指標 　③維持管理費節減効果 △ 838,069 ③総費用（C)（①＋②） 5,502,796

　④景観・環境保全効果 7,020,164 ※現在価値化されたものである。

　⑤国産農産物安定供給効果 297,120

　⑥年総効果額（①+②+③+④+⑤） 9,885,961

　⑦割引率 0.04

(評価期間：60年) 　⑧総便益額（現在価値化） 5,576,902

(基準年：R7)

(単位：百万円) 1.01

 ６ 事業を巡る

　　状況の変化

①事業の必要性・緊急性・有効性など

 ７ 事業の必要

    性・効率性

②事業の効率性（代替案等の可能性やコスト縮減）

③事業効果の発現状況

 ８ 今後の対応

完了年度整備に向けた地元説明会を開催し、地元要望や営農体系に応じたきめの細かい整備を推進する。

現在の組織体制で執行可能である。

 ９ 対応方針 　■①事業継続（現計画） □②事業計画（見直し） □③事業の中止

10  そ の 他

＊　１事業概要  の上段（    ）は前再評価時点の計画

② 対 住 民 関 係 ：

③ 執 行 体 制 等 ：

（前再評価での
 主な意見等）

与那国町は、離島地域と地理的制約から土地利用型農業によりサトウキビ、水稲、畜産が基幹産業として展開されている。
また、平成18年3月には薬用作物部門でボタンボウフウ(長命草)が拠点産地認定を受ける。

農業農村整備事業への取組にあたり、平成22年度の農業振興地域整備計画の見直しと、第4次与那国町総合計画の策定に
よる指針に基づき、今後も区画整理を先行させ、与那国島全体農地の整備を推進すると共に、これら農地へのかんがい施設
の導入に向けた整備を行う。

本地区は、土地改良法に基づく事業として平成23年4月18日に南帆安地区受益者から施行申請が提出されており、受益者は
引き続き事業の継続を希望している。

残りの施工計画及び施工内容も整っており、区画整理及び農業用用排水施設整備は令和11年度までに完了し、換地は令和
12年度までに完了予定である。

　本事業の施設用地については共同減歩により創出することから、用地取得等の課題はなく、区画整理の進捗率も85％と進捗していることから、現
計画を推進することが効率的である。

　本地区では、道路網が整備されておらず、区画も不整形であるため、営農の効率が著しく低い。整地・道路・排水などの区画整理工事により、機械
化等による営農が促進されている。

① 事 業 計 画 等 ：

③ 利 害 関 係 者 ：

　本事業による農業生産性の向上は、高収益作物の転換、農家の所得向上及び優良農地の確保に寄与するものであり、地域農業の振興の観点か
ら必要不可欠である。

総費用総便益比(B/C)　＝　総便益額　÷　総費用　＝　5576902　÷　5502796　＝

① 社 会 ・ 経 済 ：

② 地 元 ・ 自 治 体 ：

総費用＝事業費＋その他費用（関連事業費＋再整備費－評価終了時の資産価額）

率

 ４-2 前再評価以降
　　　 の主な進捗

　区画整理の整備を進めており、令和７年度末時点で約85％完了している。

計     画

実 施 済

　本地区は、与那国島東部、宇良部岳の裾野に広がる受益面積48.6haの地区である。
　土壌は、主に国頭マージ土壌系が分布し、現況土地利用は水田とサトウキビや牧草など畑地及び原野となっている。現況ほ場は緩傾斜をなす
が、道路網が整備されておらず、区画も不整形であるため、営農の効率が著しく低い。また、地区内末端排水も整備されておらず、低地部では排水
不良地帯となっている。
　このため、本事業による整地・道路・排水路など区画整理工事により、機械化等による営農形態の拡大とともに担い手農家の支援を推進する。

 １-2 前再評価以降
        の計画変更

　事業費及び事業期間の変更

　
農業用用排水施設整備における貯水池整備に係る設計の見直しおよび地元調整に時間を要したため、事業期間が長期間となった。

項     目

与那国町 土地改良法

(区画整理 48.6ha、農業用用排水施設6.4ha)

総事業費(百万円)： 補助　75/100 区画整理 48.6ha、農業用用排水施設6.4ha

事業期間：

　公 共 事 業 再 評 価 調 書　（再々評価）
様式２

        主　管　課　：　農地農村整備課

南帆安地区　農地整備事業（交付金事業）

土地改良事業 沖縄県



        主　管　課　：　農地農村整備課

事業名     ：　南帆安地区　農地整備事業（交付金事業）

 １　事業概要 事業種別  ：　土地改良事業 事業主体  ：  沖縄県 当初事業期間  ：  H23～R2

総事業費（百万円） ： 3,126 費用内訳  ：  補助　75/100

（整備目的）

 ２ 再評価       ■①事業採択後10年を経過       □②事業採択後５年を経過して未着工

 　 　 該当項目  　　 □③再評価後一定期間（　5年）を経過       □④事業の中止　　　　　□⑤その他

      □①用地取得の困難       ■②調査・設計の困難 □③事業の拡大 　　　　　　　□④予算の確保

 ３ 再評価に至っ       □⑤手続き・法令の問題       □⑥他事業との関係
    た主な要因       □⑨その他

    （具体的理由）

項     目 事業費（百万円） 区画整理(ha) 農業用用排水施設(ha)

 ４ 事業の進捗 計     画 3,126 48.6 6.4

    状況 実 施 済 2,066 36.1 0.0

   （R2.3末時点） 率 66.1% 74.3% 0.0%

　①作物生産効果 21 ①事業費（事務費込み） 3,333

 ５ 事業効果の 　②営農経費節減効果 45

    評価指標 　③維持管理費節減効果 -9 ②その他費用（関連事業費等） 222

　④景観・環境保全効果 92

　⑤国産農産物安定供給効果 8 ③総費用 3,555

　⑥年総効果額（①+②+③+④+⑤） 157

(評価期間：54年) 　⑦割引率 0.04

(基準年：R2) 　⑧総便益額（現在価値化） 3,662

(単位：百万円) 　　総費用総便益　＝　総便益額　÷　総費用　＝　3,662　÷　3,555　＝　1.03

費用負担割合（国75％、県16.5％、地元8.5％）

 ６ 事業を巡る状

　　況の変化

①事業の必要性・緊急性・有効性など

 ７ 事業の必要

    性・効率性

②事業の効率性（代替案等の可能性やコスト縮減）

③事業効果の発現状況

 ８ 今後の対応・

    見通し

 ９ 対応方針 　■①事業継続（現計画） □②事業計画（見直し） □③事業の中止

事業箇所  ：　与那国町

　本事業による農業生産性の向上は、高収益作物の転換、農家の所得向上及び優良農地の確保に寄与するものであり、地域農業の振興の
観点から必要不可欠である。

事業量 ：区画整理 48.6ha、農業用用排水施設 6.4ha

①事業計画等   ：　残りの区画整理の範囲については、施工計画及び施工内容も整っており、区画整理は令和5年度までに、換地は
　　　　　　　　　　 　令和6年度までに完了予定である。

③利害関係者　：　本地区は、土地改良法に基づく事業として平成23年4月18日に南帆安地区受益者から施工申請が提出されており、
                          受益者は引き続き事業の継続を希望している。

②地元・自治体　：　農業農村整備事業への取組にあたり、平成22年度の農業振興地域整備計画の見直しと、第4次与那国町総合計画の
                           策定による指針に基づき、今後も区画整理を先行させ、農業生産基盤の整備を推進すると共に、国営かんがい
                           排水事業の導入に向けた整備を行う。

事　業　期　間  ：  H23～R6

　浸透池について、当初予定箇所で土質調査を行った結果、透水性の低い土質であったため、1号、2号浸透池ともに位置の変更を行った。こ
れに伴い、地区全体の畑や道路等の配置、基盤(土砂・岩)の切盛等の見直しが必要となり、事業工期の延長が必要となった。

　（①＋②）

　総費用＝事業費＋その他費用（関連事業費＋再整備費－評価終了時の資産価値）

公共事業再評価調書
様式１

□⑦整備効果の問題 　 　　　　　□⑧当初計画が長期間　　　　

  本地区は、与那国島東部、宇良部岳の裾野に広がる面積67.4haの地区である。
　土壌は、主に国頭マージ土壌系が分布し、現況土地利用は水田とサトウキビや牧草など畑地及び原野となっている。現況ほ場は緩傾斜をな
すが、道路網が整備されておらず、区画も不整形であるため、営農の効率が著しく低い。また、地区内末端排水も整備されておらず、低地部で
は排水不良地帯となっている。
　このため、本事業による整地・道路・排水路など区画整理工事により、機械化等による営農形態の拡大とともに担い手農家の支援を推進す
る。

①社会・経済　：　 与那国町は、離島地域と地理的制約から土地利用型農業によりサトウキビ、水稲、畜産が基幹産業として展開されている。
　　　　　　　　　     また、平成18年3月には薬用作物部門でボタンボウフウ(長命草)が拠点産地認定を受ける。

③執行体制等   ：   現在の組織体制で執行可能である。

根拠法令  ：  土地改良法

②対住民関係   ：　完了年度整備に向けた地元説明会を開催し、地元要望や営農体系に応じたきめの細かい整備を推進する。

　本地区では、道路網が整備されておらず、区画も不整形であるため、営農の効率が著しく低い。整地・道路・排水などの区画整理工事によ
り、機械化等による営農が促進されている。

　本事業の施設用地については共同減歩により創出することから、用地取得等の課題はなく、区画整理の進捗率も74％と進捗していることか
ら、現計画を推進することが効率的である。


